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海外からの人材活用と移民政策のあり方

第242回 月例セミナー
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講師略歴
■ 略歴

1977年、厚生省入省。

厚生省保険局、年金局、北海道大学法学部助教授、大臣官房政策課調査室長、

老人保健福祉局老人福祉振興課長などを経て、2002年～筑波大学大学院教授。

2013年4月～ 神奈川大学法学部教授、筑波大学名誉教授。

■ 専門分野

社会保障法

■ 主な書籍

『「子ども手当」と少子化対策』（法律文化社、2011年）

『レクチャー社会保障法』（法律文化社、2009年）

『社会保障財源の制度分析』（共著）（東京大学出版会、2009年）

『変貌する世界と日本の年金―年金の基本原理から考える―』（法律文化社、2008年）

『社会保障の基本原理を考える』（有斐閣、1996年）

『高齢者介護と家族―民法と社会保障法の接点―』（共編）（信山社、1997年）

『先進諸国の社会保障⑥　フランス』（共著）（東京大学出版会、1999年）

『講座社会保障法①　21世紀の社会保障法』（共著）（法律文化社、2001年）

など多数
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皆さん、こんにちは。お忙しいところ、お集
りいただき、ありがとうございます。今日は、

「海外からの人材活用と移民政策のあり方」と
いうあまり聞き慣れないタイトルでお話をし
ます。前半は、技能実習の当面の制度と課題
についてお話をします。後半は、日本が人口
減少社会に向かう中、外国人の受け入れをど
うすればいいかというより中長期的なお話を
します。

実は、私がこのテーマで講演をさせていた
だくのは、今回が初めてです。ご存じのよう
に移民の問題は、現在の日本では非常にセンシティブな問題です。実は、ここ5 ～ 6年、フランスの移民
政策を、文科省の科研費を頂戴して研究しています。それからシンガポールも調査対象国にしています。

なぜフランスとシンガポールを取り上げたかと言うと、両国とも移民国家なのです。フランスはもう
19世紀ぐらいから非常に移民を入れている移民大国です。シンガポールは歴史的経緯、それから地理的
条件等もあり、外国人労働力に非常に頼っています。シンガポールの1人当たりのGDP等は日本よりはる
かに上です。そういうことで、フランスとシンガポールを選んだという経緯があります。それについては、
後半でお話をします。

外国人の入国形態
では、早速、講演に移らせていただきます。最初に外国人という定義です。われわれの身の回りに今、

日本にはいろいろな外国人がいます。
外国人がある国に入る形態にはいろいろあるわけです。まず、「合法的入国・滞在vs. 違法入国・滞在」

と書いてあります。特にヨーロッパで、アフリカなどからスペインのジブラルタル海峡を渡って来ると
いう場合は、どちらかと言うと、違法入国、イリーガルな方が多いです。それに対して、日本の場合には、
島国ということもあって、違法入国というのはそう多くはありません。

目的にも、いろいろな目的があります。今、特にヨーロッパで問題になっているのは、1つは難民です。
それからさっきお話しした労働目的の不法移民です。また、外国人がある国に滞在するときに、有期で滞
在するというのと、終身滞在するという2つの形態があります。

日本は入管法で、基本的に有期滞在を原則にしています。それに対して、例えば永住許可というものが
あります。アメリカは最近、トランプ大統領になってから方針を変えたようですが、例えばグリーンカー
ドのような永住許可、さらには国籍の取得があります。これは、後でお話ししますが、国籍をどういう形
で与えるかということについても、血統主義と出生地主義という2つがあります。フランスなどは出生地
主義を取っていて、非常に広く国籍を与えるということを歴史的に行ってきたという経緯があります。

3つ目には、観光目的も含め、一般的な入国があります。それに対して、緊急的な入国というのがあり
ます。これは例えば難民です。難民というのは、今は経済難民、それから政治的難民があります。歴史的
には政治的な理由による亡命という形態があります。

入国目的別に見ますと、日本の場合、一番は観光、それから労働目的、留学で来る学生がいます。家族
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というのは、例えば日本人の家族である外国
人の場合もありますし、日本に滞在している
外国人の家族である外国人が入ってくるとい
う形態もあります。その他に、例えば亡命、難
民のような人道的理由等々があります。

いろいろな外国人の入国形態があるわけで
すが、この講演では、あくまでも労働を目的
とする通常の合法的な入国・滞在のいわゆる
労働移民を対象にしたいと考えています。聞
き慣れないと思いますが、「移入外国人」とい
う言葉を使っています。日本語は移民に関し
て語呂が少ないのですが、「移民」というのは、実は出ていく移民と、入ってくる移民と両方あるのです。
英語とか、フランスでは、「エミグレーション」と「イミグレーション」を使い分けています。日本でも、ご
存じのように、戦後、国が外国に移民を奨励し、南米に行ったという例がありますが、あれはまさに外に
出ていく移民です。ここではそれと区分する意味で、「移入」という言葉を作っています。

 
OECDの『International 

Migration Outlook 2017』
という本があります。表
1は、これによる2015年
の主要国の外国人移入状
況です。日本は39万人、
フランスが25万人、ドイ
ツが200万人です。ご存
じ の よ う に、2015年 に
中東の難民、そういった
方々をドイツは非常に多
く受け入れたため、200
万人を超えています。イ
ギリスが48万人で、アメ
リカはまだトランプさん
が大統領になる前ですか
ら、150万人ぐらいです。

これを見ていただくと分るように、移入外国人数で見ると、日本は決して少なくないのです。フランス
の人口が大体5,000万人ぐらいで、日本は1億2,000万人ぐらいですから、人口比で見ると少し少ないか
もしれませんが、総人数では決して少なくない数です。

ただし、その内訳を見ると、日本の場合には、「ワーキングホリデー及び研修生」という分類が12万人で、
3分の1ぐらいいます。他の国はそれが圧倒的に少ないのです。ですから、日本は移入外国人はそこそこ
いるけれども、研修生という形で受け入れている割合が多いということが分かります。

資料 1
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さらに永住外国人で見ると、日本の場合には8万1,000人ということで、他の国に比べて圧倒的に少ない、
桁が1つ違います。さらに、移入外国人のうち、国籍を取得した人の割合を見ると、日本は0.4％、9,500
人です。他の国、ドイツあたりでも1.3％ですから、総括して言えば、日本は、移入外国人の数は少なくは
ないけれども、研修生が多い、それから永住者とか、国籍取得者が極めて少ないということが分かります。
（資料1）

表2は国別内訳です。
これもOECDのデータで
すが、これを見ますと、
2015年 で26%と一 番 多
いのは中国です。2007年
は37％でした。2015年は、
割合こそ減っています
が、恒常的に10万人規模
で入ってきています。そ
の次がベトナムです。ベ
トナムはここ数年急激に
増えているということが
分かります。さらにフィ
リピン、韓国と続くわけで
す。総数ではさっき言っ
た39万人という数字にな
ります。

傾向としてはリーマン・ショック前の2007年は33万人でした。リーマン・ショックが起きて、28万
人に急減しました。現在は、リーマン・ショック前を超える水準に戻ったということが分かります。

国別では、中国が一貫して最多ということはさっきお話ししましたが、ブラジルを見ますと、リーマン・
ショック前の2007年は2万2,000人で、6.8％だったのが、2010年には4,700人、2015年は9,100人と急
減しています。リーマン・ショック後の変化としては、ブラジル、フィリピンの落ち込みが大きく、最近
はベトナム、タイ、インドネシア、ネパールが人数としては増えているということが分かります。

次に、表3は法務省の『出入国管理』という白書から取りました。在留資格別に見ますと、留学が一番多
く、次が技能実習が4分の1です。従って、主に観光の短期滞在以外の半分を、留学と技能実習で占めて
いることが分かります。

2015年の内訳を少し見てみます。技能実習が約4分の1、25％です。それから高度専門という入管法上
の区分があるのですが、これはもう136人と圧倒的に少ない。それから皆さんが関係する医療で29人、
研修も1万5,000人です。企業内転勤というのが7,000人ぐらいです。ということで、全体の中長期の在
留者が39万人ぐらいいるわけです。

ちなみに2015年には、1,778万人の外国の方が日本に入国されています。そのうちの98％、1,740万人
は主に観光目的の短期滞在です。短期滞在以外の中長期の滞在者というのが、約39万人ということになる
わけです。この39万人の内訳の中で、留学・技能実習というのが半分という実態になっています。（資料2）

資料 2
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出入国管理及び難民認定法（入管法）の仕組み
ご存じの方もいらっしゃると思いま

すが、入管法の仕組みを簡単に説明して
おきたいと思います。入管法上、外国人
というのは、日本の国籍を有しない者と
なっています。だから目的がどうであ
れ、日本の国籍があるかないかで外国人
を分けています。在留資格としては、別
表1と別表2というのがあります。別表
2は永住者や定住者です。別表1という
のが、中長期在留者で、これは別表1の
1から5まで、それぞれ分けて資格を規
定されています。これはそれぞれの規
制、コントロールの度合いが違うという
ことで分けています。

ただ1点お話ししておきたいのは、特定活動です。医療・介護の関係で、EPA、2国間の経済協力協定
によって介護職と看護職を入れていますが、それはこの特定活動に分類されています。EPAは年間200
人とか、300人とか、上限が決まっていて、非常に限定的です。ですから、この講演では特に触れません。
ただ、EPAによるフィリピン、インドネシア、ベトナム、そういった2国間協定に基づく入国は、この特
定活動に入っているということだけお話をしておきたいと思います。

在留期間ですが、これは法務省で定めています。外交、公用、その他一定の職種以外は最長5年です。
在留資格を変更して、永住許可を取ることが可能ですが、日本の入管法では、まずは有期の5年に限定し
て、場合によっては永住許可が取れるという仕組みにしています。

何年か前に入管法が改正され、在留カードを外国人は携帯しなければならないということになりまし
た。そして、法務大臣が、中長期在留者の身分関係等を継続的に把握するというのが入管法の仕組みに
なっています。（資料3）

国籍別在日外国人数
次に、国籍別在日外国人とありますが、これはストックです。今までお話ししたのはフローで、毎年日

本に何人入ってくるかというデータですが、これは国勢調査ですから、ワンポイント、2015年10月時点
でどういう国の方が滞在しているかというデータです。

これを見ると、韓国・朝鮮が、やはり歴史的経緯もあって、21％、37万人いらっしゃいます。ただし、
中国がこの国勢調査でも韓国・朝鮮を追い抜いて、51万人と、ストックでも最多です。続いてフィリピン、
ベトナム、タイ、インドネシア、インドとなっています。これらはアジアの国々です。アジア以外では、
アメリカが4万1,000人、イギリスが1万1,000人、ブラジルが12万人です。あとはペルー、その他とい
うことで、外国人総数は175万人です。この時点の総人口が、1憶2,700万人ですから、総人口に占める割
合は1.4％です。非常に身近に外国人が多いと感じるわけですが、実際には観光、短期滞在を除くと、1.4％

資料 3
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ということです。
表5は国籍別の在日外

国人人口割合の推移で
す。歴史的には、韓国・
朝鮮の方が圧倒的に多
かったわけです。平成12
年で4割でした。これが
中国人の方が増え、さっ
き言いましたように、今
では中国が韓国・朝鮮を
上回りました。それに次
いで、フィリピン、ブラ
ジル、さらにはベトナム
等々が増えているという
傾向にあるわけです。
（資料4）

就労可能な在留資格
この講演の目的の1つ

は、労働力人口にどう対
応するかということで
す。そこで、就労可能な
在留資格というのは何な
のでしょうか。これは法
務省の資料から引っ張っ
てきたのですが、復習を
してみたいと思います。

そもそも短期滞在の観
光客の方というのは就労
が認められないわけで
す。留学とか、家族滞在
も就労は不可になってい
ます。しかし、実際には、
ファストフードの店とか
で外国人の留学生が働いています。これは法務大臣の許可を得れば、週28時間上限で就労ができるとさ
れているからです。実際には留学と言いながら、そういう就労目的の留学生も少なくないと言われるの
は、制度的にも一定範囲内での就労が認められているからです。

他方、入管法上、本来的に就労が認められる在留資格を見ると、一番多いのは技能実習の1号ロという

資料 4

資料 5
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もの、その次は興行です。その他に、技術・人文知識、国際業務、企業内転勤、技能実習1号イというもの
が続きます。これが総数で17万人程度いらっしゃいます。

これが今までの技能実習の制度なのですが、実は昨年、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習
生の保護に関する法律」という新たな法律ができ、この新たな技能実習制度がこの11月から施行されて
います。したがって、技能実習も新たな局面を迎えたということが言えるわけです。（資料5）

従前の技能実習
従前の技能実習とありますが、これは

入管法別表1の2です。
ここで、「次のイ又はロのいずれかに

該当する活動」ということで、イについ
て書かれてますが、要は外国にある事業
所の職員である外国人です。端的に言う
と、例えば日本の会社が外国に支店を
持っている、そこの職員が日本に来て研
修をするというのがイの形態です。これ
は従って企業単独型と言われます。

それに対して、ロのほうは、一定の非
営利団体、受け入れ団体が行う研修に基
づいて、当該受け入れ団体の責任管理の
下に、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて、当該機関の業務に従事して行うという、いわゆる団体
管理型というものです。この2つがありますが、先ほど見たように、圧倒的にロが多いです。

さらに、技能実習第2号ということで、このイで入国した方が、在留資格を変更して、二号のロとして
さらに日本で活動できるというのが、この第2号ということになるわけです。（資料6）

これを図で示したのが、「現行の技能実習制度の仕組み」というものです。ただし、この説明図に描いてあ
りますように、技能実習というのは、国際貢献のために、あくまでも開発途上国の外国人を日本で一定期間、
最長3年間受け入れ、OJTを通じて技能を移転するという考え方に基づいています。ですから、ずっと日本
にいて、働いてもらうということを、そもそも制度的には前提としていないということになるわけです。

スライドの左側に「技能実習制度の受入れ機関別のタイプ」と書いてありますが、これが先ほどお話し
した、企業単独型と団体管理型です。これは図なので分かりやすいのですが、企業単独型というのは、日
本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施するというこ
とで、海外の支店等の職員となった人等が労働者として日本に来て、ここで雇用契約を結び、入管に申請
をして許可を得ます。これが企業単独型です。

団体管理型というのは、事業協同組合、商工会等の非営利の管理団体が受け入れ、傘下の企業で技能実
習を実施するというものです。送り出し国、例えばフィリピンで、送り出し機関が労働者を募集します。送
り出し機関と管理団体が契約を結んで、しかるべき研修等を行わせます。他方、管理団体傘下の受け入れ
企業が労働者と雇用契約を結び、OJTとして技能実習を実施するというのが団体管理型になるわけです。

資料 6
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「技能実習の流れ」と書
いてあり、1年目、2年目、
3年目と書いてあります。
ここで在留資格技能実習
1号イ、ロというのは、先
ほどお話しした入管法の
施行令のイとロのことで
す。1年目は、技能実習1
号として、この1号のイと
ロという形で最初は入っ
てくるわけです。そして、
一定の講座を受けて、実
習という名で働きます。

さらに2年目から、在
留資格の変更をして、技
能実習2号イ、ロという
ことで、先ほどの図で言うと、第2号イ、ロに資格を変更します。これによって、最大で3年まで、日本で
技能実習という名目で働くことができるというのが今までの技能実習です。（資料7）

技能実習制度の現状
現状はどうでしょうか。

これは法務省と厚労省の
技能実習制度見直しに関
する有識者懇談会の報告
書から取った資料です。
平成25年の技能実習生
の数は15万5,000人です。
そ の う ち2号、つ ま り2
～ 3年目に移行した人は
3分の1ぐらいです。受け
入れ人数が多い国は、中
国、ベトナム、フィリピ
ンとなっています。

これには、先ほど言い
ましたように、看護・介
護でやっているEPA、2
国間協定に基づくものは入っていませんから、国別に見ると、技能実習制度としては、中国が一番多く
なっています。

資料 7
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それから、職種としては、全体で69あります。例えば多いところでは、繊維、衣服関係、機械金属関係、
食品製造、農業、建設となっています。こういった業種が多いということです。

そして、管理団体型が95％です。企業単独型よりも、ほとんどが管理団体型です。事業協同組合等で受
け入れるというケースが多い。

人数で見ると、10人未満が半分です。ですから技能実習で入ってこられる外国人は、中小企業、特に小
企業で働くという実態がここから浮き彫りになるわけです。（資料8）

技能実習制度の見直し（大きな枠組み）
技能実習制度については、例えばピン

ハネが行われているとか、さまざまな問
題がありました。そこで昨年、新たな技
能実習制度が法定されています。

資料の「現行制度」というのは、改正
前の従来の制度のことです。入管法で、
入国の条件として、先ほど見ました別表
に書いてありますように、技能実習生の
要件等を定めているものです。基準を満
たさないときは上陸を認めないという
入管法の処分によってのみの対処に
なっています。（資料9）

外国人の技能実習の適正な実施及び
技能実習生の保護に関する法律の概要

しかし、それでは実態に合わないとい
うことで、この11月から新制度が導入
されています。ここでは、管理団体の許
可、技能実習計画の認定という仕組みを
設けて、受け入れ機関を直接規制すると
いう枠組みを構築しました。

技能実習制度の適正化を図るという
のがその1つの目的です。2に書いてあ
りますように、技能実習制度を認定制と
し、技能の修得に関わる評価を行いま
す。それから実習実施者を届け出制に
し、管理団体は許可制にして、管理団体

資料 9

資料 10
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にもコントロールを及ぼします。技能実習生に対する人権侵害行為については禁止規定を設け、所要の
罰則を設けました。

相談、情報提供、転籍の連絡調整も行える仕組みを設けました。さらに事業所管大臣、具体的には厚生
労働大臣等、それぞれ事業所管大臣がありますが、そこに対する協力要請をできる、つまり法務省だけで
はなく、関係省と一緒にやっていくということです。さらに実習機構を認可法人として新設したという
内容になっています。これがこの11月1日から施行されました。（資料10）

技能実習制度の仕組み（新制度の内容を含む）
新制度の技能実習制度

の仕組みを整理してみま
す。受け入れ機関別のタ
イプとして、企業単独型
と団体管理型があるとい
うのはこれまでと同じ
で、赤字のところが改正
部分です。ですから、企
業単独型の場合も、実習
計画を申請して認定を受
けます。

団体管理型の場合も、
実習計画を作成して、申
請します。さらに、団体
の認可を機構が行いま
す。技能実習の流れは、1
年目は今までと同じ在留資格で、技能実習の第1号イ、ロです。2年目からですが、在留資格の変更となり、
技能実習の2号となるのも今までと同じです。

ただし、今までは、3年だった在留期間を、新しい制度では5年まで延長できます。4年目、5年目につい
ては、在留資格の変更また取得に関する第3号という規定を新たに設けています。ただこれはいったん帰
国をさせるということが条件です。いったん帰国をさせた上で、最長5年間、技能実習として外国人を従
事させることができます。（資料11）

資料 11

月
例
セ
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不正行為に対する実務の流れ
技能実習にはいろいろ問題がありま

した。そのため、不正行為に対する実務
の流れということで、新しい制度では、
先ほども言いましたように、機構ないし
主務大臣が定期的な検査をし、また、実
習生からの相談・申告を受け付け、不利
益取扱いは禁止するという規定を設け
ています。

さらに実態調査ですが、従来は地方入
管局が行っていましたが、今後は主務大
臣が協力して行い、主務大臣が許可・認
定の取消しを行います。さらには業務停
止等も行えます。事業者名等も公表でき
るとしています。（資料12）

技能実習生に対する保護方策
もう1つは、技能実習

生に対する保護方策で
す。罰則の整備を見てい
ただきますと、例えば暴
行・脅迫・監禁その他不
当な手段によって技能実
習を強制する行為を禁止
し、罰則を科します。さら
には違約金を定める行
為、貯金を管理するとい
うことはよく見られまし
たが、貯蓄を管理する、
旅券を管理する、私生活
の自由を不当に制限する
といった行為は罰則で禁
止するという法的な手当
を行っています。（資料13）

資料 12

資料 13
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技能実習生の数
次に、技能実習生の数

ですが、今回の新しい技
能実習は小規模の事業所
でも技能実習生を雇える
ということが大きなメ
リットだと言われていま
す。現行では、常勤職員
50人以下の場合で技能
実習生3人までなのです
が、新しい制度の下では、
常勤職員30人以下でも
技能実習生を3人まで雇
えることになります。

人数枠ですが、従来に
比べ、優良基準適合者、
つまり、きちんとやって
いる者であれば、基本人数枠の2倍、4倍、6倍ということで、5年までの3号枠を6倍に増やしています。
ですから技能実習生を適正に処遇する者にとっては、非常にメリットのある制度と言えます。（資料14）

介護職種の追加について
医療関連サービス振興

会の関連で注目すべきな
のは、やはり介護職種の
追加です。今までの職種
というのは、先ほど言い
ましたように、建設とか
で、医療・介護関連はあ
りませんでした。医療・
介護関連で言えば、さっ
き言ったEPA、2国間協
定の技能実習だけでし
た。しかし、今回新たに、
介護職種が追加されてい
ます。

ただ基本的考え方とし
て、ご承知の方も多いと

資料 14

資料 15

月
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思いますが、この外国人材の受け入れというのは、人材確保が目的ではありません。あくまでも技能移転
という制度趣旨に沿って対応することが基本です。

その上で、介護職種の追加に当たっては、3つの要件に対応できることを担保すると定められています。
1つは、介護が外国人が担う単純な仕事というイメージとならないようにすること、2番目は、外国人に
ついて、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇、労働環境の改善努力を損なわないよ
うにすることです。

よく外国人だから低賃金で使えるのではないかという認識がありますが、それは間違いです。日本人
と同様の処遇をするということが基本です。また介護サービスの質を担保する、利用者の不安を招かな
いという基本的な考え方を示した上で、制度が作られました。

本体の制度見直しでの対応についてですが、一般的な新しい技能実習制度の問題ですが、管理団体を
許可制度にする、実習計画を作るということです。さらに、介護固有の要件があります。1つは日本語能
力です。入国時は「N3」程度が望ましく、「N4」程度が要件、2年目は「N3」と書いてあります。

日本語の能力として、「N1」から「N5」までの区分があります。「N5」が一番易しく、「N3」は、日常的な
場面で使われる日本語をある程度理解することができる、「N4」は、基本的な日本語を理解することがで
きる、という水準で、これは日本語能力検定試験の基準です。

これに基づいて、先ほど見たように、最初の年は「N4」が要件で、2年目ぐらいから「N3」程度になって
ほしいということです。つまり日本語の教育というのが1つの要件になっています。

それから実習指導者です。つまり技能実習ですから、OJTで指導をする人が必要ですが、それが介護
福祉士等きちんと指導できる人であることです。（資料15）

技能実習制度への介護職種の追加に当たっての
要件設定について

こういう基本的な考え方を基に、介護職の
要件が設定されています。簡単に説明します
と、まず、「移転対象となる適切な業務内容・
範囲の明確化」です。ここでは、「一定のコミュ
ニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護
実践の考え方、社会の仕組み・心と体の仕組
み等の理解に裏付けられた以下の業務を移転
対象とする」ということで、必修業務として
は、身体介護、つまり入浴、食事、排せつ等の
介助です。次に、関連業務として、掃除、洗濯、
調理等の身体介護以外の支援、いわゆる生活
援助です。また、間接業務として、記録、申し送りがあります。さらに、周辺業務として、お知らせなどの
掲示物の管理等があります。このように業務内容・範囲を明確にするということです。

次に、先ほど申し上げたコミュニケーション能力ということで、1年目は「N3」程度が望ましいものの
「N4」程度が要件とされ、2年目は「N3」程度が要件とされます。また、入国後、OJT等によって、専門用
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語や方言等に対応するということが謳われています。
公的評価システムの構築に関しては、試験実施機関は、技能実習の新制度で求められる要件を満たす

団体を選定するということで、各年次ごとにその到達水準を決めています。1年目であれば、決められた
手順に従って、基本的な介護を実践できる、2年目には、指示の下であれば、利用者の心身状況に応じた
介護を一定程度実践できる、3年目には、自ら利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度できる、5年
目だと、自ら利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるということを定めています。

 
さらに4番目の要件と

して、適切な実習実施機
関の対象範囲ということ
で、介護の業務が現に行
われている機関を対象と
するとし、介護福祉士国
家試験の実務経験対象施
設を対象施設とするとさ
れています。ただし、介
護実習生の人権擁護等の
観点から、訪問系サービ
スは対象にしません。施
設系が中心になります。

受け入れ数の上限とし
ては、小規模な受け入れ
機関の場合、常勤職員30
人以下の場合は10％までです。こういった細かい要件を定めています。

日本人との同等処遇の担保についてですが、受入時は賃金規定を確認し、受入後は賃金台帳の確認、管
理団体への定期報告をします。こういった仕組みによる新しい技能実習制度がこの11月からスタートし
ました。これがどこまで機能するかは、もう少し様子を見る必要があろうかと思います。（資料16）

産業別就業者数の推移
ここで少し視点を変えて、今後の労働力の推移を見ています。これは労働政策研修・研究機構が「平成

27年労働力需給調査の推計」として公表しています。今後、人口減少が進む中で、産業別の就業者数がど
う推移するかということを推計したものです。

経済再生・労働参加進展型、ゼロ成長・労働参加現状型という2つに分けて推計しています。前者は、
いわば政府の人づくりとか、一億総活躍といったものがうまくいくというシナリオです。後者は、ゼロ成
長に近い経済成長で、性・年齢階級別の労働力率が2014年と同じ水準で推移するというものです。つま
り労働力への参入があまり進まないというケースです。

これを見ると、2014年の実績で、全体の労働者数は、6,350万人います。皆さんに関係する医療・福祉は、
747万人います。これが2020年になると、2014年との差として、ゼロ成長の場合と、経済再生の場合と

資料 16
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両方ありますが、多くの産業はマイナス
になっています。さらに2030年の推計
と比べると、例えば農林水産業などは、
ゼロ成長でも、経済再生・参加進展型で
も、2014年に比べて、産業別就業者数
は減っていくと推計されています。鉱
業・建設業、製造業も同じです。

情報通信はややプラス、運輸はマイナ
ス、卸・小売もかなり大幅にマイナス、
金融保険・不動産もマイナスです。しか
し、医療・福祉はどの分野を取ってもプ
ラスです。つまり中期的な就業者数の推
移を見込んだ場合、医療・福祉がどうし
ても人手が必要になるということが、この推計では示されています。

ちなみに、総就業者数ですが、2014年が6,350万人で、経済再生がうまくいった場合でも、2030年で6,169
万人ですから、180万人ぐらい総就業者数は減っていくと推計されています。そういった中で医療・福祉
分野は就業者数が増えていくので、人材の確保が中長期的にも非常に厳しいということが分かります。
（資料17）

新将来推計人口（2017（平成29）年4月推計）の
ポイント

ここで、がらっと話を変えます。今年
4月に将来推計人口が出されています。
これは国立社会保障人口問題研究所が、
5年に1回出しているものです。これに
基づいて、中長期的な人口の推移を見て
みたいと思います。（資料18）

資料 17

資料 18
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将来推計人口（2017年（平成29）年4月推計）
資料19の図が4月に出

た将来推計人口です。右
側に「平成24年推計中位
仮定」と書いてあります
が、これは5年前の推計
です。左が今回の推計で
す。いつも、高位、中位、
低位を示した上で中位を
取っています。

1.35と1.44と書かれて
いますが、今回の特徴は、
合計特殊出生率が前回よ
りもやや回復したという
ことです。ですからやや
楽観的な結果になったと
いうことが言えます。出
生率が回復していますの
で、総人口が、5年前の前
回推計では2060年に8,674万人まで減少するという推計でしたが、今回推計では9,284万人で、600万
人ぐらいプラスになっています。つまり人口減少のスピードが遅くなったということが分かります。

ただ全体的な人口減少の傾向は変わりません。2065年には、やはり9,000万人を割り込み、8,800万人
に減少すると見込まれています。ちなみに2015年の人口が、1億2,700万人ですから、この差を見ると、
約4,000万人です。つまり50年で4,000万人減るということです。1億2,000万人で言うと、ざっと言えば、
3分の1です。ですから、50年で3割強人口が減っていくということです。楽観的になったとは言え、人口
が3分の1減るということは、非常に大きなインパクトがあると言えます。単純に年で割ると、ざっと毎
年80万人ぐらい減っていくということになります。

他方、高齢化率ですが、出生率が少し回復したということもあり、前回推計では、ピーク時、2065年に
は40.4％だったのが、今回推計では、38.4％ということで、2％ほど高齢化率は緩和されたということが
言えます。（資料19）

将来推計人口の仮定の要約
資料20は、その要因を分析したものです。一番影響が大きいのは、合計特殊出生率が前回推計では1.35

まで下がるとしたが、今回は1.44までしか下がらないという前提です。ちなみに、日本の場合、少子化の
一番の原因は何かと言うと、結婚です。平均初婚年齢が、1964年生まれの世代、つまり今55歳ぐらいの
方は大体26歳なのに対し、2000年生まれの世代、今二十歳前の人は、28.6歳と2年ずれ込みます。50歳
時未婚率は、かつては生涯未婚率と言っていたのですが、50歳まで1回も結婚したことがない方が、

資料 19

※字が大変小さく見づらくなっておりますが、当会ホームページからスライド資料をダウン
ロードすることができますので、図の詳細をご確認される場合は、そちらでご確認いただきます
ようお願い致します。
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1964年生まれの世代だと
12％なのに対し、2000年
生まれの世代は18％にな
ると推計されています。

ここで少し補足が必要
になります。日本の出生
構造で一番特徴的なの
は、結婚と出産が結び付
いているということです。
ヨーロッパ、例えばフラン
スなどは、婚外子、つまり
結婚していない男女の間
の子ども割合は5割を超
えています。スウェーデン
なども同じです。国によっ
てばらつきはありますが、
他のヨーロッパの国でも、
2割とか3割は婚外子です。
つまり結婚しない女性が生んでいます。

私はかつてフランスに住んでいことがあり、もう30年来の友人がいます。まだ子どもが小さかったと
き、彼の家に遊びに行ったこともあります。数年前、久しぶりにその夫婦と会ったら、「孫ができた」と言
うので、「よかったね。結婚したの」と聞くと、「いや、結婚はしていない」と言うのです。お嬢さんだった
のですが、そのフランス人のお嬢さんも、結婚をしないで子どもを作ったのです。なぜ結婚をしないのか
と聞いたら、「相手の男の方が結婚をしたがっていない」というのです。では、いつ結婚をするのかと聞い
たら、当人同士がしたくなったらするのではないかと言うのです。つまり、おじいちゃん、おばあちゃん、
私と同じ世代であるそのフランス人夫婦も、子どもが結婚しないで子どもを作るということに、何の違
和感もないのです。これは日本との大きな違いです。

日本の場合、やはり婚外子になると、それだけで一大事になるわけです。日本の場合、そういう意味で、
結婚と出産が結び付いていますから、結婚しない、ないしは結婚が遅くなる、これが出生率の低下に結び
付くことになるわけです。

他方、平均寿命は相変わらず伸びています。前回推計では、男の平均寿命は84.19歳でした。今回推計
では、84.95歳、約85歳まで伸びるだろうとされています。女性は91歳を超えると推計されています。こ
のように、出生率が少し回復して、高齢者も少し長生きすることにより、人口の減りが少し遅くなったと
いうことです。（資料20）

資料 20

※字が大変小さく見づらくなっておりますが、当会ホームページからスライド資料をダウン
ロードすることができますので、図の詳細をご確認される場合は、そちらでご確認いただきます
ようお願い致します。
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条件付推計
今回の人口推計には、もう1つの特徴があります。それは、

条件付推計というものを示したことです。これはあまり話
題になっていないのですが、非常に興味あるデータです。条
件付推計には、1と2があります。1というのは、2065年に
おける合計特殊出生率を1、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.2と仮
定したものです。

ご存じだと思いますが、合計特殊出生率というのは女性
が生涯に生む子どもの数です。男女のペアから2人の子ども
が生まれて、人口の単純再生産が達成できるので、合計特殊
出生率は2が基本です。これを、人口置き換え水準と言いま
す。もう少し厳密に言うと、生まれてから交通事故や病気等
で死ぬ人がいますから、2では足りなくて、本当は2.1とか2.07
ぐらいだと言われています。

それを前提に、1と1.8と2の3つを抽出してみました。さ
すがに2は難しいので、1.8だとどうなるかと言うと、2065
年の人口は1億人がぎりぎり維持できます。ちなみに、現在の推計は1.44で、2065年で9,000万人を割
り込みます。1だと、7,500万人です。さらに100年後の2115年には、現在の中位推計では5,000万人で、
1だと2,600万人になってしまいます。

表の括弧書きは高齢化率ですから、仮に1で合計特殊出生率が推移すると、人口は2,600万人で、高齢化
率は50％です。つまり全人口の半分が65歳以上というかなり悲惨な数字になるわけです。1.8だと、7,900
万人で、100年後も何とか8,000万人ぐらいで、高齢化率31％という数字です。（資料21-1）

もう1つ、条件付推計2というものを出しています。20年後、
2035年までの年間の外国人の純移入数を、0人、5万人、10
万人、25万人、50万人、75万人、100万人ということで推計
しています。つまり外国人を受け入れた場合にどうなるか
という推計を初めて示しました。

これを見てみますと、0人、全く外国人を受け入れない場
合、1億2,700万人が中位推計よりも減ります。なぜかと言
うと、今の人口推計には、過去の実績に基づいた外国人の受
け入れが入っているからです。これを0人にしていますから、
この中位推計よりも減ります。

仮に毎年100万人入れ、2030年以降は、過去の推移でト
レンドすると仮定すると、1億2,700万人が、2065年には1
億6,000万人、2100年には2億人になります。すごいです。
外国人を2035年まで、毎年50万人受け入れると、2065年
で1億1,900万人です。2100年で、1億人を維持できます。

資料 21-1

資料 21-2
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前にお話ししましたように、そもそも今の中位推計は、2015年で、1億2,700万人です。2065年で8,800
万人です。約50年で4,000万人減るわけですから、単純に言えば、毎年80万人ぐらい減っていくわけです。
これに見合うように、仮に外国人を50万人ぐらい毎年受け入れることにすると、人口減少対策としては
かなり効果があります。これを25万人にしても、2065年で、1億人を維持できるという結果になります。
（資料21-2）

主な国の合計特殊出生率の推移（欧米）
ご存じだと思いますが、世界中の国が

出生率の低下で苦しんでいるかという
と、決してそうではありません。これは
主な国の合計特殊出生率の推移です。ス
ウェーデンは一時期下がりましたが、今
はもう2に近い1.88です。アメリカやイ
ギリスは、大体2ぐらいです。先進国の
中で出生率の低下に苦しんでいるのは、
日本、ドイツ、イタリアの日独伊三国同
盟の国なのです。

ある人口の専門家から聞いたのです
が、あながちこれら3つの国に関連がな
いわけではないそうです。なぜかと言う
と、日本、ドイツ、イタリアとも第二次世界大戦で負けたのですが、人口政策を戦争の手段にしました。
ドイツは、アーリア人の優位を誇り、ユダヤ人を虐殺した。イタリアはムッソリーニが民族主義をあおり
ました。日本は「産めよ、増やせよ」の人口政策要綱を作り、アジアに大東亜共栄圏を作ろうとしたわけ
です。

私はかつて厚生省にいたのですが、非常に鮮明に覚えていることがあります。1994年に、保険局の企
画官をやっていて、出産育児一時金を作る改正に携わったのです。それまでにあった出産手当金と統合
し、赤ちゃんが生まれたら30万円を出すというものです。今は40万円になっています。

ところで、陳情というものがあります。今はどうか知りませんが、昔は制度改正について結構陳情を受
けて、いろいろ言われるわけです。そのときにあるお年寄りの方が、「お前たちは、また産めよ、増やせよ
をやるのか」と怒鳴ったのです。1994年です。正直びっくりしました。

今でこそ、政府が少子化と言っても問題になりませんが、「産めよ、増やせよ」というのは、国民の中に
非常にトラウマとして残っていたのではないでしょうか。だから、私の認識では1990年代まで、政府が、
少子化だとか、人口減少だとか言えなかったのです。

いずれにせよ、見ていただきたいのは、先進国の中では、日独伊なのです。ただし、イギリスは最近、
ブレグジットでEUから出ましたが、ドイツ、イタリアはEU経済圏なのです。だから経済としては、日本
だけが1国経済です。今、いろんな経済連携協定の努力をしていますが、そういう意味で、日本が一番厳
しいと言えます。（資料22）

資料 22
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主な国の合計特殊出生率の推移（アジア）
次はアジアです。アジアの国もみんな

1970年代から急速に少子化が進んでい
ます。最新の2014年の数字を見ても、
台湾は1.17、香港は1.24、シンガポール
は1.25です。日本などよりも、もっと出
生率が低い国があるわけです。こういう
国はこれからすごく大変になっていく
わけです。

ただし、アジアの中でも、例えばフィ
リピンとか、ここに載っていない国では
ここまで減っていない国もあります。し
かし、急速に減っている国の間では、外
国人の争奪合戦です。外国人の受け入れ
について、日本は放っておいても来てくれると思っていますが、中長期的にもそう言えるのでしょうか。
少子化が進んでいるいずれの国も、労働力が不足するということは目に見えているわけです。（資料23）

主な国の高齢化率の推移（欧米）
次は、高齢化です。当然ですが、人口

が減って、子どもが減るということは高
齢化を招きます。ですから西欧の中で
は、日本、イタリア、ドイツ、やはり日
独伊が高齢化率は高い。日本はだんとつ
に2060年まではトップです。これは皆
さん、ご存じだと思います。（資料24）

資料 23

資料 24
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主な国の高齢化率の推移（アジア）
アジアの中で、中国も高齢化率が高く

なります。実は中国は、出生率の図にな
いのですが、一人っ子政策をやっていま
す。一人っ子政策というのは、国を挙げ
て出生率を1にするということです。で
すから、中国の合計特殊出生率はおそら
く1なわけです。

ただ中国政府も危機感を感じ、2 ～ 3
年前に、2人まで子どもを産んでいいと、
一人っ子政策を転換していますが、その
効果が出るのは20年後、30年後です。
そういう意味で、中国は高齢化の図に出
てくるわけです。高齢化率は、日本は相
変わらず、アジアの中でトップすが、中国の高齢化率が伸びてきます。2060年には30％を超えます。

もう1点、先進国の高齢化率で言うと、日本は26.7、今はもう、27％を超えています。福祉の先進国ス
ウェーデンでも、日本より6％も低いのです。アメリカに至っては10％以上低いわけです。高齢者が、医療・
年金などの社会的コストがかかるということは、皆さん、ご存じだと思います。この数字を見ただけで、
日本というのは正直言ってよくやっていると、私は思います。アメリカよりも10ポイントも高齢化率が
高いにもかかわらず、医療・年金をそこそこ維持しているというだけでも、実は大変なことなのです。
（資料25）

アベノミクス第2ステージ「ニッポン一億総活躍プラン」
この前の選挙でも安倍政権が信任さ

れ、アベノミクスが今後も続くわけです。
その第2ステージの一億総活躍社会で
は、「希望出生率1.8を実現し、50年後も
人口1億人を目指す」ことを目標にして
います。これはさっきの条件付推計で言
うと、1.8を目指そうということです。そ
れによって、2065年でも1億人を少し超
えるので、それを目指そうというのが、
安倍内閣の一億総活躍社会なのです。

その言外にあるのは、移民は入れない
ということです。つまり一億総活躍とい
うのは、外国人は入れないけれども、日
本人、高齢者、女性も含め、働ける人はみんな働いてくださいということです。それが、一億総活躍プラ

資料 25

資料 26
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ンの含意だと思います。
その3つの柱の第一は、「希望を生み出す強い経済」、GDP600兆円です。そして、「夢をつむぐ子育て支

援」、希望出生率1.8です。さらに、「安心につながる社会保障」、介護離職ゼロです。介護離職ゼロという
のは、介護の職場での離職ではなく、普通のサラリーマンとかが介護のために辞めるのをゼロにしよう
というものです。それから生涯現役です。

希望出生率1.8が実現できるかどうかは別にしても、今、議論されているような、同一労働同一賃金とか、
高齢者の就労促進等々は評価してもいいと思います。問題は財源をどう確保するかです。（資料26）

人口減少は問題なのか？
ここで、そもそも論に立ち返ってみま

す。果たして、人口減少は問題なので
しょうか。放っておいたら人口がいずれ
5,000万人とかになっていきますが、そ
の是非を原点に立ち返って考えてみる
必要があるのではないでしょうか。

各国はそれぞれの歴史、沿革を持って
いますから、適正な人口規模を決めるの
は困難だと思います。ちなみに人口密度
を見てみますと、日本は341人／平方キ
ロメートルです。アメリカは広い国なの
で33人／平方キロメートルです。ドイ
ツ、フランスでも、日本よりもはるかに
人口密度が低い。スウェーデンは22人／平方キロメートルです。

そういう意味で、日本の人口が減って、仮に半分になっても、人口密度は170人／平方キロメートル
です。人口密度的に言えば、ドイツとフランスの間ぐらいになります。むしろ問題は、経済規模の縮小、
社会の空疎化等のダウンサイジングの影響をどう評価するかということなのではないでしょうか。
（資料27）

長期的な人口の推移と将来推計
その前に資料28を見ていただきたいと思います。これもよく政府が使っている図です。江戸時代の人

口は大体3,000万人ぐらいで維持されていたと言います。明治維新以降、3,000万人を少し超えました。
殖産興業で急速に産業革命が進み、人口が増えました。それでも、第二次世界大戦前は、7,000万人ぐら
いでした。

第二次世界大戦で、大体300万人ぐらいの方が亡くなり、そこで少しグラフがへこんでいます。しかし、
日本人の出生力は非常に強いという人もいて、2010年、ピーク時で1億2,800万人までいきました。これ
は前回推計ベースですが、中位推計でいくと、2100年に5,000万人を切ってしまうということです。

ただ規模的に言うと、1億2,000万人を維持することが歴史的に見てベストだという証明はありません。

資料 27
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ただ江戸時代のことを一
言言っておきますと、江
戸時代、3,000万人ぐら
いで維持できたというの
は、ものの本によります
と、間引きとか、餓死と
かによって、その時代の
人口扶養力というか、扶
養できる力に見合った人
口規模になっていたとい
うことです。この当時は
産児制限とかありません
でしたから、飢饉がくれ
ば子どもが餓死すると
か、子どもが生まれても、
育てられなければ間引き
をするというような人口調整をやっていたと言われています。ですから、単純にこの3,000万人がハッピー
だったというわけではありません。ただ歴史的に見ると、今がかなり大きな人口になっているというこ
とは言えます。

大東亜共栄圏を作った昭和16年ごろの人口政策確立要綱を読むと、「産めよ、増やせよ」で、子どもを5
人作れということを閣議決定した。そして、昭和35年に1億人になることを目標にしていました。その後
戦争には負けたけれども、昭和43年に人口が1億人を超え、その目標だけは達成したということは非常
に興味深いことです。

いずれにせよ、日本もかつてはそんなに大きな人口ではありませんでした。人口減少については、1億
人が、例えば9,000万人になるというダウンサイジングの影響をどう評価するかということがポイント
だと思います。

1つは経済への影響です。日本の経済力の低下は避けられません。1人当たり生産性を向上させても、
マクロとしての人口が減りますから、1人当たりの消費は限られているので、例えばデマンドサイドで消
費が減少し、国内経済規模は縮小します。また、サプライサイドとしては、就業数が減少します。もちろ
ん例えばAI、ロボットなどによる生産性の向上を目指して政府、経済界は一生懸命やっていますが、それ
でもやはり限界はあるでしょう。

社会保障への影響ですが、実は年金はご存じのように、将来推計人口を見込んで100年先まで推計し
ています。むしろ社会保障で言えば、介護人材です。やはり介護というのは人手がかかる分野です。また、
高齢者の介護、医療費用の負担です。一体改革のときの長期推計でも、年金はマクロ経済スライドで、将
来的に負担が増えないようになっていますが、医療・介護の費用が増えていきます。今、国がやっている
改革も、いかに医療・介護の費用を抑制していくかということに主眼が置かれています。

 また地域社会です。過疎化、限界集落化の問題があります。ご存じのように、限界集落というのは、高
齢化率が50％で、日常生活サービスも維持できないようなところです。これは地方に行くと、日本のそ

資料 28
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こら中にあります。都市部では、例えば団地に高齢者が固まっているという問題があります。これには、
コンパクトシティといった新たな政策が提示されていますが、今住んでいる高齢者がそう簡単に移れる
のかという問題があります。

空き家の問題もあります。今、1億2,000万人分の家があるわけです。日本は持ち家政策を取りました。
ところが人口が減っていくと、当然空き家が出てきます。これは地方だけではなく、都会でもあります。
制度的対応の必要性というのを、私はある民法の先生から言われました。例えば田舎に売れない土地が
あったとします。売れればいいのですが、売れないわけです。おじいちゃん、おばあちゃんもおらず、子
どもは東京に来ています。そうすると固定資産税だけかかるのです。それならば放棄すればいいではな
いか。民法上は、無主の不動産は国庫に帰属すると書いてあるのですから。

だから、当然放棄でき、国の所有になるのではないかと思ったら、違うそうです。登記実務では放棄
というのを簡単に認めないそうです。だから今、困っているのは、例えば田舎に土地があり、売れない、
固定資産税だけ払っているという人が結構いるのです。これは、民法なのか不動産登記法なのか分かり
ませんが、ダウンサイジングに対する制度的対応が遅れている例です。そういう意味で、今、空地、空き
家の問題を話しましたが、そういった今まで想定していない制度的対応が必要になってくることがあり
ます。

もう1つは公共サービス水準の低下です。全体のパイが縮小しますから、これまで人口1億2,000万人
分の規模で道路や鉄道を作っているわけですが、9,000万人になれば、それらのすべては維持できません。
私は生まれが昭和27年なのですが、覚えているのは、昔は公道も砂利道で、雨だとバスがばしゃんと水
を飛ばしながら走っていた。そういう道がそのうちそこら中に出てきます。補修されない道路とか、ぼろ
ぼろの公共施設です。そういった今の規模を前提にした社会が縮小していくための影響というのが出て
くるのではないでしょうか。

ただそれでもいいではないか、日本は一等国である必要はないという意見もあると思います。ここには
書いていませんが、多分国際的な発言力も、人口が減って、経済規模が減れば、「日本もいたのか」ぐらい
の序列になる、国際会議でも最前列ではなく、
2番目とか、3番目の列に座らされるようにな
るかもしれません。これは国際的な政治力学
の中では当たり前です。小国、中国になれば、
それなりの扱いを受けます。でも、それでもい
いだろうという選択もあると思います。

ただ、それでは困る、できるだけ現状を維持
しようという選択もあるわけです。そのとき
に、外国人の受け入れの在り方というのを、真
剣に考えなければいけないのではないでしょ
うか。それが私の問題意識です。（資料28）
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労働者はなぜ外国に働きに行くのか？
（労働移民の経済理論）

これはフランス人が書いた『Pourquoi 
migrer? Le regard de la  théor ie
économique』という本からの引用です。
労働移民の経済理論というものです。日
本は移民と言うと頭から受け入れないの
で、移民の問題をちゃんと研究している
人は実はあまりいません。いろいろ調べ
ると、例えば社会学者は、日本に来てい
る外国人がどうなっているかという研究
をしたりしていますが、そもそもの移民
政策自体はあまり研究されていません。

フランスはさっき言ったように移民
の先進国です。したがって、いろいろ面
白いことを言っています。フランスの場合、特にマグレブ、アルジェリア、チュニジア、モロッコなどか
ら19世紀以降、たくさん移民が来ていました。植民地だったからです。と言っても、奴隷ではないので、
現地人を強制的に連れてくるわけではないことを前提に、なぜ彼らがフランスに来るのかということを
説明するための理論です。

1つは賃金格差理論です。自由な労働市場を前提に、古典的セクター、つまり農業社会と、近代的な工
業社会という2つのセクター間の賃金格差が移民を引き起こすと捉えます。例えばフランスが工業国、モ
ロッコやアルジェリアは農業国だとすると、2国間の労働移民の場合、移民によって送り出し国の経済が
受け入れ国に追い付くことを可能にし、両国間の経済は賃金格差がなくなり、いずれ収斂するという考
えです。

例えばモロッコからフランスに働きに来るのは、フランスの賃金が高いからです。しかし、自由な労働
移動を前提にすれば、いずれ賃金格差がなくなると考えます。これはフランスではかなり長い間支配的
だった理論です。このため、途上国を研究する経済学者は、移民というのはプラスである、つまり送り出
し国の賃金水準も引き上げるので、プラスになるという捉え方をしていました。

ところが、1960年代になると、フランスの都市部で失業率が増大します。にもかかわらず、農村から
の労働移動は減少しませんでした。この理論だけでは説明できないということで、期待賃金格差理論と
いうものが出てきます。賃金格差というのは、実際の賃金格差だけではなく、ネットの収入、例えば当初
は職が見つからなくても、都市部で生活をしてコンタクトを広げることによって、農村よりも、就職可能
性が広がるので、期待収入が低くても、移動した方が合理的だと考えるものです。これは実賃金ではなく、
期待賃金を元に移動するという考えです。そうすると、都市部で失業が多いにもかかわらず、農村部から
労働移入が生じることが説明できると考えました。（資料29）

　

資料 29
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さらに今までの古典派ではなく、新経
済理論というものが登場します。個人は
賃金格差だけで移住するのではないと
いう考え方です。その1つがリスク分散
理論です。例えば、モロッコから移民に
来るのは家族全員ではなく、男の働き手
1人だけが行きます。これは世帯の収入
のリスクを減らすためだという考え方
です。

つまり、農家の収入は、生産高の不確
実性とか、価格の変動によって、年ごと
に大きく変動します。そこで、世帯の働
き手を農業とは異なる労働市場に働き
に出して、出稼ぎ者と家に残る者とで収入を互いに共同保険にするという考え方です。従って、移民労働
者からの資金送付は不作による収入の不足を埋め、他方、移民労働者が失業した場合には母国の家族が
送金をするという、労働者の家族の収入のリスク分散のためだと考えます。

日本でも、かつて高度経済成長期に農村から都会への出稼ぎというのがありました。春から夏は東北
の農家で働き、冬場は都会に出稼ぎをするというものですが、このリスク分散に近い実態ではないかと
思います。

次に、相対的貧困理論というものがあります。ある世帯が貧困かどうかの判断は、その村とか、集落に
おける他の世帯との比較で決まります。そこで、ある世帯は、その集団内での地位を向上させるため、働
きに行きます。だから、現住地域と移出先の賃金格差だけではなく、現住地における所得の格差状況に
よっても移民が起きます。貧富の差が激しいところに住んでいる人は、その格差を埋めるために働きに
出て、その家の所得を上げるという努力をします。

この理論によると、送り出し国、つまり母国における所得の不平等が高まれば、移民への誘因が強まり
ます。例えば、アフリカからフランスに行くのは、アフリカは、国によりますが、一部の非常に富裕な層
と貧しい労働者の格差が著しい国があります。そこの貧しい労働者は、フランス語や英語が通じるフラ
ンスやイギリスに働きに行くということになるわけです。（資料30）

さらに、移民ネットワーク理論というものもあります。これはネットワーク概念を使って説明します。
この理論は、受け入れ地における移民ネットワークの存在が、移民のコストや、リスクを低下させ、新た
な移民を誘発するというものです。すなわち先に来ている移民が、次に来る移民に対して、職探しや住ま
い探しを容易にする情報を提供し、移民に伴う心理的な負担やリスクを軽減させるという考え方です。

この理論によると、後発の移民にとっては、先発の移民というのはポジティブな外部資源になるわけ
です。従って、賃金格差が消滅しても、移民が加速されることになります。新大久保にアジア人エリアが
あります。新大久保辺りに行くと、かつては韓国人、今はネパール人とか、いろいろな国の人がいます。
そこに仲間がいれば、母国のほかの人も行きやすくなります。単に賃金だけではなく、そういったネット
ワークが移民を推進します。

ただこれらの理論は、いずれも完成されたものではありませし、互いに排斥し合うものではないと言っ
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ています。いずれの理論を取るにせよ、
先ほど言いましたように、外国人が移入
先として日本を選択しなければ、移民を
論じる意味はありません。

さっきお話ししたシンガポールも、非
常に人口が減っていますから、有期の労
働移民については、積極的な努力をして
います。特に高度人材の確保について
は、例えば永住権付与要件を緩和すると
いったようなことを行っており、すでに
アジア各国で競争状態にあるわけです。

そこで、長期ないし無期限の外国人受
け入れ政策の問題になりますが、永住権
付与というのは、日本では入管法の要件をどうするかということになります。日本の入管法のように、有
期、例えば5年だけというものと、例えば永住権を与える、ないしは国籍を与えるというのでは、やはり
違います。そういった長期ないし無期限の外国人受け入れ政策を取っている国もあります。それらの在
り方として、多文化主義と同化主義という区分があります。これは私の研究成果です。（資料31）

シンガポールの多文化主義
これらを比較してみた

いと思います。シンガポー
ルは多文化主義を取って
います。シンガポールの
人口は約550万人です。
中国人が8割弱です。原住
民のマレー人がいて、ほ
かにインド人、ユーラシア
ンがいます。ユーラシア
ンというのは、ヨーロッパ
人と現地人の混血です。

シンガポールは1963
年、マレーシアと合併し、
2年後に分離独立してい
ます。なぜ分離独立した
かと言うと、マレーシア
はブミプトラ政策というマレー人優遇政策を取っています。例えば、外国の企業がマレーシアの株式市
場に上場するときには、マレー人の株式の取得率が何％になるようにしろとかがあります。また大学の
入学とか、公務員の就職とかも、マレー人を優遇しろという政策を取っているのです。それによって、所

資料 31
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得の低いマレー人の格差を是正するという政策を取っているわけです。
シンガポールは、マレーシアと合併したのですが、それが容認できず、結局、2年後に分離独立しました。

その代わり、シンガポールは、マレーシアに対する反発から、機会の平等と能力主義を国の政策の基本に
してきました。

シンガポール国立大学の憲法の先生に言わせると、複数の民族が1つの国で暮らす場合の政策類型と
しては、同化主義モデル、これはmelting potモデルとも言います。それから分離主義モデル、サラダボー
ルとも言われますが、ここでは文化的相違が分離して存在します。さらに、モザイク・モデル、これは両
者の中間形で、異なった民族がそれぞれのカラーおよび活力を維持しながら、調和の取れた全体の一部
を構成するというものです。これがシンガポールだと言うわけです。これについては、私が『神奈川法学』
に書いていますので、関心のある方は読んでみてください。

具体的に、ではそれがどういうふうに制度化されているのでしょうか。まずは多言語主義です。シンガ
ポール憲法を読むと、公用語としては、マレー語、中国語、タミル語、英語と書いてあります。シンガポー
ルに行かれた方は結構いると思いますが、英語が公用語でないかと思っている方がいると思います。し
かし、実は国語はマレー語で、公用語はこの4つです。

ただし、bilingualismという二語政策を取っています。つまりマレー人は、マレー語を学びながら英語
を学びます。中国人は、中国語を学びかつ英語を学びます。それで英語が通用する社会になっているとい
うことなのです。（資料32）

次に、国籍取得要件で
すが、シンガポールの国
籍 は、出 生 又 は 家 系 に
よって決まる血統主義と
居住地主義を取っていま
す。後者には、登録と帰
化があります。登録は、
10年以上の居住と1つの
公用語の基礎的知識があ
れば、シンガポールの国
籍が取れます。ここでも
英語でなくてよく、さっ
きの4つの公用語のうち
の1つでOKです。また、
帰化は、国語、つまりマ
レー語だけの知識があれ
ば可能です。

次に、国会と多言語主義についてですが、国会議員の資格としては、シンガポール国民であること、21
歳以上、公用語の1つの必要な知識の3要件となっています。

国会における討論・質疑も公用語で行われます。ちなみに、シンガポールのMRTという公共交通があ
りますが、あそこに4つの言語の表記があるのをご存じですか。ドアのところに、英語だけではなく、マ
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レー語、中国語、タミル語が必ず書いてあります。これは公用語だからです。今後行かれたときはぜひ見
ていただきたいと思います。

さらに集団代表選挙区制度、GRCというものがあります。シンガポールも当然普通選挙による代表民
主制です。ただし、3人以上6人以下の候補者グループで選挙が行われる選挙区があります。これがGRC
と呼ばれるものです。例えば、ある選挙区は、各政党が候補者3人のグループで選挙をしなさい、そして
その中の1人は、マイノリティーであることを要件にします。

では、マイノリティーとは誰かと言うと、さっきの4つの民族の中の中国人以外の者です。マレー人、
インド人、その他の人たちです。つまり、人口比率で8割近くを中国人が占める中で選挙をすれば、圧倒
的に中国人が勝つわけで、中国系の住民だけが国会議員になってしまいます。そうすると少数民族の意
見が反映されません。そこで、シンガポール憲法は、集団代表選挙区という制度を作って、候補者の1人
はマイノリティーであることを必要とし、マイノリティの代表が国会議員になることを制度的に保障し
ているのです。

他方、単独選挙区といういわゆる小選挙区もあります。ここはガチで勝負しますから、当然中国人が勝
ちます。

ところで、マイノリティーをどうやって決めるのでしょうか。これは憲法に規定があり、こう書いてあ
ります。
「マレー民族かどうかにかかわらず、マレー人コミュニティーのメンバーだと自ら認し、かつ、マレー

人コミュニティーによってそのメンバーとして一般的に受け入れられている者」というものです。だか
ら、人類学的とか民俗学的に分けるのではなく、自分の認識とそのコミュニティーの認識によることに
しているのです。

さらにマイノリティーの権利のための大統領諮問委員会というものがあります。これも憲法に規定さ
れています。法令に、民族の差別的手段となる条項がある場合には、この委員会がチェックして国会に報
告し、国会は、それに対応して法案に必要な修正をしなければなりません。委員会の報告に従わない場合
には、3分の2以上で再議決する必要があります。これもマジョリティーである中国人至上主義に陥らな
いようにするための事前チェック機関なのです。（資料33）

さらにマイノリティーへの特別な配
慮という規定が憲法にあります。そこで
は、民族的、宗教的マイノリティーの利
益に配慮するのは、常に政府の責任だと
されています。

シンガポールというのは、最初にラッ
フルズが発見したとき、数十人が住んで
いる沼地だったのですが、中継貿易にい
いというので、イギリス人とともに中国
人が押し寄せて今のシンガポールがで
きました。しかし、土着の人というのは、
マレー人なのです。そこで、土着の人々
であるマレー人の政治的、教育的、宗教

資料 34
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的な利益、またマレー語を保護・育成するのは政府の責任だということが憲法に書いてあります。他方、
法の前の平等という規定もあります。民族、宗教等による差別の禁止も憲法12条で定めています。

この両者の関係をどう考えるかと言うと、12条の法の平等というのは、あくまでも第一原則の形式平
等であり、152条というのは、実質的平等の推進について規定しているというのです。だからこれは権利
ではなく、政治的マネジメントアプローチであると、ある学者は言っています。

次に、イスラム教についてです。ちなみにマレーシアはイスラム教が国教です。民族別に見ると、マレー
人はほとんどイスラム教徒です。ところが中国人の場合は、仏教が54％で残りはキリスト教など、イン
ド人もヒンズー教は55％と特定の宗教が独占するということはありません。しかし、マレー人はほぼ
100％がイスラム教徒です。

それを前提に少し見てみます。イスラム教の特別な地位と宗教の自由との関係をどうするかというこ
とがあります。宗教の自由は憲法で保障していますが、同時にイスラム教のための特別立法規定を憲法
が定めていて、これを受けイスラム法実施法という法律が制定されています。

これによって、シンガポールでも、結婚、離婚、相続については、イスラム教徒はイスラム法のルール
に従うことができます。一番典型的なのは、ポリガミーつまり一夫多妻制です。イスラム教は一夫多妻は
禁止していません。シンガポールも建前は一夫一婦制ですが、これによって一夫多妻も実質的に認めら
れているようです。

教育も、シンガポールは義務教育法によって、国立の小学校で公教育を行います。他方、イスラム教徒
は、子どもをイスラム教の宗教学校に通わせたいというのがあります。そこで、イスラム教の宗教学校を
認めています。

このように、シンガポールは多民族、多文化主義で、平等とマレー人の優遇、宗教の自由とイスラム教
の特別な地位というのを、微妙なバランスで両立させています。その理由は、シンガポールの地政学的条
件にあります。

もう1つは人口減少です。シンガポールはそもそも人口が少ない上に、出生率も低く、だから外国人労
働者に依存せざるを得ません。そういう中で、こういう民族間のバランスを保ってきたということが言
えます。（資料34）

フランスの同化主義
フランスは逆に同化主義を取っています。フランスの人口は6,600万人です。そのうち、外国人は6.4％

で、日本よりもはるかに大きい割合です。国籍を取得した外国人は230万人です。このように、フランス
というのは、非常に外国人が多い国です。

先ほど言いましたように、国籍に関する規定をみると、フランスは、血統主義を定めると同時に、出生
以外の事由による国籍取得ということで、出生地主義も取っています。これは、フランスで生まれて11
歳以後5年間、フランスに常居所を有した場合には、成人になった時点でフランスに住所を有すればフラ
ンス人になれるということです。

例えば親が移民でフランスに来て、子どもがフランスで生まれたとします。そこで11歳以降5年間フ
ランスに住んで、21歳までいたというと、フランス国籍を取得するのです。

フランスの移民問題で難しいのは、親が例えばモロッコ人でも、子どもはフランス人になってフラン
スの学校に行っている。しかし、その地域社会では、移民たちが集まって母国の宗教や慣習に従っている、
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これがパリ郊外などの実
情です。

もう1つ帰化という制
度があります。前述のも
のは権利として主張でき
るのですが、帰化は18歳
以上5年間の常居所に加
えて、プラスフランス共
同体への同化という要件
を民法で規定していま
す。ちなみにフランスに
は国籍法というものがな
く、民法で国籍を規定し
ています。（資料35）

フランス的同化主義の内容
この「同化要件」を見ると、「フランス

の言語、歴史、文化及び社会並びにフラ
ンス国籍及び共和国の基本的な価値と
原則への同意」により、同化を証明する
とされています。

少し駆け足で説明します。まずフラン
スは、単一言語主義です。つまりフラン
スの憲法で共和国の言語はフランス語
だと規定しています。従ってフランス国
籍を取得するためには、フランス語を話
せなければなりません。さっき言ったよ
うに、シンガポールは4つの言語を認め
ていますが、フランスはそれがありませ
ん。ただし、バスク語といった地域言語はあるのです。この間、スペインのカタルーニャ地方の独立問題
がありましたが、同じような問題は、フランスにもあるのです。

フランス人になるためには、歴史、文化、社会に関する知識をちゃんと学べと言っています。市民と権
利の義務ということで、フランス革命はご存じだと思いますが、それを踏まえた権利と義務の憲章とい
うものがあり、帰化をするためには、この憲章に同意し、署名することが必要だと書いてあります。

ちなみに、フランスは、「自由・平等・博愛」を国の標語としていますが、私は「自由・平等・貢献」と
いうのが正しいと思っています。なぜかと言うと、フランス人になるために署名する文書の中に、

資料 35

資料 36



32
振興会通信 Vol.151  February  2018

「fratemité」、従来日本で、「博愛」と訳されているものの内容が書いてあります。（資料36）

それによると、「すべてのフランス市
民は、国の防衛及び国家の統一に協力す
る」、「フランス人の資格を得た者が国防
の義務を果たさず、または、フランスの
基本的な利益に反する行為をした場合
には、フランス国籍をはく奪されること
がある」、「各人はみな、その資力に応じ、
租税及び社会保険料を支払うことに
よって、国の支出に拠出する義務を負
う」とあります。その代わり、「国は、す
べての者に対し、健康の保護、母性の安
全及び休暇の権利を保障する」と書いて
あります。

フランス人になるためには、フランス語をしゃべって、フランス共和国の価値や文化を理解し、国防に
協力し、納税をし、保険料を納めなければならないということを明確に定めているのです。このように、
共和国の基本的な価値を共有する者を国民として認めるという意味で、フランスを「価値共同体としての
共和国」と捉えることができ、この意味で、フランスは同化思想を貫いています。フランスへの同化要件
は、「フランス語＋共和国的価値」なのです。

次に、血統主義の希薄化についてですが、フランスは血統主義が基本なのですが、出生地主義も取って
います。従って、ずっとさかのぼっていくと、生粋のフランス人というのはあまりいません。途中で、例
えばイタリア、ドイツ、スペインなどから来た親がフランス人になって子どももフランス人になるとい
うことの積み重ねで、そもそも純粋なフランス人とは一体誰なのか疑問になってしまいます。

このように、フランスというのは、一定の価値を共有している者の国だということが言えます。ただそ
れにも限界というものがあります。これは例えばイスラム教の問題です。一時期、スカーフの話がありま
した。イスラム教徒がスカーフをかぶって学校に行くのを認めるかどうかなどです。そういう問題で常
に揺れ動いているという実態もあります。（資料37）
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日本の関係法令
最後に日本の話を少しさせていただ

きます。日本の国籍取得は血統主義で
す。外国人が日本で生まれても、国籍は
取れません。あくまでも親が日本人であ
るということが要件です。ただし、帰化
というものがあり、これは法務大臣の裁
量です。帰化要件は、5年以上の居住、
成人であること、素行が善良であるこ
と、生計能力があること、そして憲法を
順守することです。法務大臣の自由裁量
で、要件の詳しい内容はよく分かりませ
ん。つまり法務大臣がいいと思えば帰化
が認められるのです。

もう1つ永住許可というものがあります。さっき言ったように、日本の入管法というのは、基本的には
3年とか、5年の期限を切っています。ただ、その後に永住許可を取れるのですが、永住許可の申請があっ
た場合、法務大臣は、「素行が善良であること」、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」
を要件に許可ができます。（資料38）

日本の外国人受入れ政策の問題と課題
何を言いたいかと言うと、まず、日本

というのは便宜的に技能実習とかで期
限を限って外国人を受け入れています
が、果たしてそれで今後も外国人が日本
に来るのかという問題があります。次
に、中長期的に外国人を受け入れる場
合、日本は日本語能力を要件としていま
せん。日本社会への同化要件もありませ
ん。これは帰化についても同じです。

ただし、さっきお話した新しい技能実
習の中で、介護職だけは、「N3」、「N4」
レベルの日本語能力を要件としていま
すが、これは介護という対人サービスだ
から求めているのです。そういう意味では、日本は例えばフランスやシンガポールと比べても、非常に特
異な外国人の受け入れ政策を取っているということが言えます。

今後の課題として、日本がそもそも人口減少でもいいという選択もあります。しかし、そうでない選択
をしたいのであれば、外国人受け入れ政策として、まず、多文化主義、同化主義のどちらを基本とするか

資料 38

資料 39
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を決めなければならないでしょう。さすがに、シンガポールのような多文化主義は無理で、やはり同化主
義が基本となるべきではないかと思います。そのとき、現在は日本語能力を全く要件にしていないので
すが、それでいいのかが問題になります。

他方、国際化ということで、日本も英語教育に力を入れていますが、これについてはシンガポールの二
語政策が参考になるかもしれません。さらに、フランスは、歴史、文化、社会に関する知識、憲法的価値
に対する同意を要件にしており、帰化するときに署名をさせますが、日本はそういうことをやっていま
せん。そもそも、外国人が日本人になるための要件とは何かということに関する議論すらなされていま
せん。

しかし、中長期的に外国人を受け入れようとするなら、日本社会が外国人を受け入れるための要件は
何なのかということを真剣に議論すべき時期なのではないかという問題提起をして、私の講演を終えた
いと思います。（資料39）

ご清聴、どうもありがとうございました。

月
例
セ
ミ
ナ
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